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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 0161:2008 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 X 0161：0000 
 （ISO/IEC/IEEE 14764：2022） 

ソフトウェア技術－ソフトウェアライフサイクルプ

ロセス－保守 
Software engineering－Software life cycle processes－Maintenance 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 3 版として発行された ISO/IEC/IEEE 14764 を基に，技術的内容及び構成を変

更することなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，ソフトウェア保守プロセスに関する手引を提供する。保守は，JIS X 0160:2021 に記載され

ているように，ソフトウェア製品のライフサイクルにおけるテクニカルプロセスである。保守プロセスに

は，保守組織のアクティビティ及びタスクが含まれる。この規格は，旧版の JIS X 0161 の国際対応規格

ISO/IEC 14764:2006 と IEEE Std 1219:1998 との調和，及び JIS X 0160:2021（対応国際規格 ISO/IEC/IEEE 
12207:2017）への改正の結果によるものである。 

保守は，ソフトウェアライフサイクルの財政的資源の大部分を消費するため，プロジェクト上の重要な

考慮事項とすることが望ましい。 

ソフトウェアの運用中に，検証，妥当性確認，及び受入れ中に検出されなかった問題が検出されること

がある。したがって，これらの問題に対処するには保守作業の労力が必要である。この保守作業は，新規

又は修正・変更された利用者の要件（要求事項）を満たすために必要なソフトウェアの改良も含む。ソフ

トウェア保守は，通常，オペレーティングシステム，データベースなどのシステムコンポーネントをアッ

プグレードするとき，及び外部のソフトウェア及びシステムのインタフェースが変更されたときに必要と

なる。保守中のシステムの一部に COTS（商用既製品）ソフトウェアが含まれている場合でも，ソフトウ

ェア保守は，通常，ライフサイクルコストのかなりの部分を占める。 

ソフトウェア保守組織は，多くの保守用のツール，手法及び技法を使用する。この規格では，ソフトウ

ェア保守プロセスでアクティビティ及びタスクを実現又は実行する方法を規定していない。これらが正式

な合意及び組織の要件（要求事項）に依存しているためである。保守は，それを作り出すために使用され

た技術，技法又はツールにかかわらず，全ての種類のソフトウェアで必要である。 

1 適用範囲 

1.1 概要 

この規格は，JIS X 0160:2021 の 6.4.13 で定義している保守プロセス並びにそのアクティビティ及びタス

クに基づいて，ソフトウェアの保守の手引を示す。さらに，この規格は，保守プロセスをより詳しく説明

し，様々な種類の保守の定義を保守型として確立する。これには，同じ保守資源をもつ多数のソフトウェ
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ア製品の保守が含まれる。この規格の“保守”は，特に記載がない限りソフトウェア保守を意味する。な

お，この規格では“activity”が，プロセス定義を構成する要素を指すか又は最初に考えるとよい場合は“ア

クティビティ”，実際に実施することを含む一般的な意味が強い場合は“活動”と表記している。 

この規格では，ソフトウェアの運用及び運用機能（例えば，バックアップ，回復，システム管理）は取

り上げていない。通常，これらは，ソフトウェアを運用する担当者によって実行される。しかし，この規

格には，JIS X 0160:2021 の 6.4.14 で定義した廃棄プロセスは含まれている。 

この規格は，主に，ソフトウェアを含むシステムのマネージャ，保守組織，品質マネージャ，利用者及

び取得者を対象としている。 

この規格で記載されたアクティビティ及びタスクの多くは，保守サービス及び保守されているソフトウ

ェア製品の双方に同様に適用される。例えば，COTS を主体としたシステムに対して，保守サービスは，

運用中の製品を維持するために実行される。 

この規格の適用範囲は，ソフトウェア保守であるが，ハードウェア及びハードウェア費用は，保守にと

って重要な考慮事項である。 

1.2 目的 

この規格は，保守プロセスに関する手引を提供する。取得及び運用中に保守プロセスを呼び出して実行

する方法を明らかにする。また，この規格は，保守プロセスにおける，ソフトウェア製品の保守性，保守

サービスモデルの必要性及び保守戦略の必要性を強調している。 

1.3 適用分野 

この規格は，組織の内部で実行されるか，組織の外部で実行されるかにかかわらず，ソフトウェア製品

又はサービスの保守に関わる計画及び保守のための手引を提供することを意図している。ソフトウェアの

運用に適用することは意図していない。 

この規格は，取得者と供給者（又は保守者）との間のような，二者間についての手引を提供することを

意図しており，当該二者が同じ組織に属している場合にも等しく適用することが可能である。この規格は，

自前で保守を行う当事者が自らを律するために使用することをも意図している（JIS X 0160 参照）。 

この規格は，“使い捨て”のソフトウェア製品又は“短期間使用”のソリューションへの適用は，意図し

ていない。 

この規格は，既製品のソフトウェア製品を開発する組織が，その既製品を保守するために，自主的な規

格適用を課すことを意図している。保守は，コンピュータのプログラム，コード，データ，文書及び記録

に適用される。このことは，ソフトウェア製品の開発中に作成されたソフトウェア製品・成果物に保守が

適用されることを意図している。このソフトウェア製品・成果物には，テスト用ソフトウェア，テストデ

ータベース，STE（ソフトウェアテスト環境），SEE（ソフトウェアエンジニアリング環境）などを含める

ことが可能である。 

この規格は，ライフサイクルモデルに関係なく，全ての保守作業での使用を意図している（例えば，段

階的増加開発，ウォーターフォール開発，発展型開発，スパイラル開発，アジャイル，継続的反復開発と

いったライフサイクルモデルに関係なく使用する。）。この規格は，ソフトウェア製品の大きさ，複雑さ，

重要度，信頼性又は適用によって制限されない。 
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1.4 制限事項 

この規格は，保守プロセスの枠組みを記載しているが，プロセスに含まれるアクティビティ又はタスク

を実現又は実行する方法の細部は，規定していない。 

この規格には，多くの項目一覧があるが，どの項目一覧も例を示すことを意図としたものであ

って，全てを網羅しようとするものではない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC/IEEE 14764:2022，Software engineering－Software life cycle processes－Maintenance（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC/IEEE Guide 21-1 に基づき，“一致している”

ことを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。なお，西暦年に括弧を付

けた規格は，版を指定した引用と最新版を引用する場合とがあることを示している。 

JIS X 0160（:2021） ソフトウェアライフサイクルプロセス 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC/IEEE 12207，Systems and software engineering — 
Software life cycle processes 

3 用語，定義及び略語 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS X 0160 による。 

ISO，IEC 及び IEEE は，次に示すアドレスの Web サイトで標準化に使用する用語のデータベースを維

持している。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp/ui 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org 

－ IEEE Standards Dictionary Online：https://ieeexplore.ieee.org/xpls/dictionary.jsp 

3.1 用語及び定義 

3.1.1 
適応保守（adaptive maintenance） 

ソフトウェア製品の提供後に，変化した又は変化している環境において，ソフトウェア製品を使用でき

るように保ち続けるために実施するソフトウェア製品の修正・変更 

注釈 1 適応保守は，ソフトウェア製品の運用環境変化に適応するために必要な強化改良（3.1.7）を提

供する。これらの変更は，環境の変化に歩調を合わせて実施するのを助ける。例えば，オペレ

ーティングシステムをアップグレードすると，アプリケーションでも変更することになる。 

注釈 2 この規格では“modification（modify）”を“修正・変更（する）”と表記し，旧規格の“修正（す

る）”から変更している。 

3.1.2 
追加保守（additive maintenance） 
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ソフトウェア製品の提供後に，ソフトウェア製品の使用法を強化改良するための機能性

（functionality）又は特徴（feature）を追加するために実施するソフトウェア製品の修正・変更 

注釈 1 追加保守は，次のような総合信頼性（ディペンダビリティ，dependability）の文脈においては，

保守の定義から除外してもよい。例えば，アベイラビリティ，回復性，又は MTBF（平均故障

時間間隔）の定義，監視又は測定のような，（ソフトウェアシステムの）それまでの運用操作，

機能及び遂行能力・性能・運用時の実績（performance）のレベルへのシステムの回復を取り上

げる文脈。 

注釈 2 “追加保守”型は“完全化保守”（3.1.9）型と区別され，次のことが可能な別の保守型として認

識される。 

－ 追加の新しい機能性又は特徴（利用者が認識可能な特徴的な機能）を提供して，ソフトウ

ェアのユーザビリティ，遂行能力・性能・運用時の実績，保守性（3.1.6）又は他のソフト

ウェア属性を今後に向上させる。 

－ ソフトウェアにおいて比較的大きな追加を伴う機能性若しくは特徴を追加又は変更して，

提供後のソフトウェア属性を向上させる。このために，保守の戦略，手法，資源，合意，

又は供給者と取得者との間のサービスレベルに関する追加又は変更について交渉する機会

を特定して設ける。 

注釈 3 追加又は強化改良（3.1.7）は保守プロセスによって取り扱えるが，より大きな変更には新しい

開発作業が含まれる場合がある。 

3.1.3 
是正，訂正（correction） 
＜ソフトウェア＞ 定義された運用操作面の要件（要求事項）を満たすのに十分な程度まで，ギャップを

解消してソフトウェアの運用操作を可能にするために，問題解決に対処し実施する変更 

注釈 1 この規格では，修正・変更依頼（modification request，MR）（3.1.8）を分類するために保守型の

名称及び分類の名称として，この用語を主に用いている［保守型の名称は“是正保守”（corrective 
maintenance），分類の名称を表すときは“訂正”，汎用的な意味を表すときは“是正”と記載し

ている。］。 

3.1.4 
是正保守（corrective maintenance） 

検出された問題を是正するためにソフトウェア製品の提供後に実施するソフトウェア製品の修正・変更 

注釈 1 この修正・変更によって，定義されたシステム要件（要求事項）を満たすようにソフトウェア

製品を修復する。 

3.1.5 
緊急保守（emergency maintenance） 
是正保守（3.1.4）の実施までシステムを運用操作できる状態に保つために実施する，計画外で一時的

な修正・変更 

注釈 1 緊急保守を実施して，ソフトウェアシステムを部分的に運用操作できるようにしてもよい。運

用操作，機能，インプット，アウトプット，インタフェース，ユーザビリティなどを制限する

ために，ソフトウェア又はそのパラメータでの様々な修正・変更を含めてよい。 

注釈 2 緊急保守は，是正保守型の一種とみなすことが可能である。 

3.1.6 
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保守性（maintainability） 
製品又はシステムが修正・変更することができる有効性及び効率性の度合い 

注釈 1 修正・変更は，環境の変化，並びに要件（要求事項）及び機能仕様の変更に対して，ソフトウ

ェアの是正（3.1.3），改善又は適応を含むことがある。修正・変更は，専門の支援要員によって

実施されるもの，及び業務若しくは運用要員又はエンドユーザーによって実施されるものを含

む。 

注釈 2 保守性は，更新（アップデート）及びアップグレードの導入（インストール）を含む。 

注釈 3 保守性は，保守活動を容易にするための製品又はシステム固有の能力，又は製品若しくはシス

テムを保守する目的で保守者が経験する利用時品質として，解釈されることがある。 
［出典：JIS X 25010:2013 の 4.2.7 の定義の“意図した保守者によって，”を削除し，“修正”を“修

正・変更”とした。最新版の JIS X 25010:2025（ISO/IEC 25010:2023）では保守性の定義の一部が改正さ

れ“意図した保守者によって，効果的かつ効率的に製品が修正される製品の能力”とされている。］ 

3.1.7 
強化改良（enhancement） 

新しい要件（要求事項）に対処し，それらを実装するソフトウェア変更 

注釈 1 ソフトウェアの強化改良の分類には，適応保守，完全化保守及び追加保守の三つの型がある。

強化改良は，ソフトウェアの是正（3.1.3）ではない。 

注釈 2 この規格では，修正・変更依頼（modification request，MR）（3.1.8）を分類するための保守分類

クラス名としてこの用語を主に用いている。 

3.1.8 
修正・変更依頼，MR（modification request，MR） 
製品又はサービスに対する提案された一つ以上の変更を識別し，記述する情報項目 

注釈 1 MR は，後から訂正（3.1.3）又は強化改良（3.1.7）に分類し，是正保守（3.1.4），予防保守（3.1.10），
適応保守（3.1.1），追加保守（3.1.2）又は完全化保守（3.1.9）として識別してよい。MR は，変

更依頼（change request）ともいう。図 1 参照。 

注釈 2 MR を策定する際には，故障発生の問題報告（3.1.11）及び利害関係者の保守依頼と同様に，イ

ンシデント，イベント及び苦情をレビューすることが望ましい。 

注釈 3 MR を分類する際には，問題及び根本原因分析に優先順位を付ける手法を適用することが可能

であり，故障の再発を防止するための様々なアプローチを検討することが可能である。例えば，

類似の故障の再発は，予防保守依頼によって，まだ潜在している残存障害を除去することによ

って防止することが可能であり，一方，その後の類似の故障は，完全化保守によって，ヒュー

マンエラーを防止するユーザーインタフェースを強化することで回避することが可能である。 
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図 1－修正・変更依頼 

注釈 4 適応保守が，強化改良とみなされない組織もある。 

注釈 5 適応保守は，ソフトウェアを，その発展し変化する環境又はソフトウェアが最初に動作するこ

とを意図していない様々な異なる環境に適応させることになったときに，強化改良として分類

された MR から依頼することが可能である。さらに，ソフトウェアを既に変更された環境に適

応させるときには，訂正として分類された MR から適応保守を依頼することが可能である（“訂

正”という保守分類は，誤りを是正するだけでなく，ソフトウェアシステムの現在の運用を維

持するための保守を表す“維持保守”という分類であると考えると分かりやすい。）。 

注釈 6 追加保守は，幾つかの組織で使用される強化改良に分類される保守型であり，既存のソフトウ

ェア又はシステムに何らかの変更を加える完全化保守とは異なる。 

注釈 7 それぞれの保守型を“計画的”，“計画外”，“緊急”の型に細分化する組織もある。 

注釈 8 MR を分類する別の方法は，ソフトウェアエンジニアリング知識体系 SWEBOK で使用されて

いる“問題発生時対応（reactive）”又は“事前対応（proactive）”保守である。前者には，是正及

び適応保守型があり，後者には，予防，完全化及び追加保守型がある。 

3.1.9 
完全化保守（perfective maintenance） 
利用者のための強化改良（3.1.7），利用者用の情報の改善，及び記録を，ソフトウェアの遂行能力・性

能・運用時の実績，保守性（3.1.6）又は他のソフトウェア属性を改善するために実施する，ソフトウェ

ア製品の修正・変更 

3.1.10 
予防保守（preventive maintenance） 
ソフトウェア製品の提供後に，ソフトウェア製品内に潜在する障害が実行中のシステムで問題を発生さ

せる前に，障害を是正するために実施するソフトウェア製品の修正・変更 

3.1.11 
問題報告，PR（problem report，PR） 
ソフトウェア製品で検出された問題を特定し，説明するために使用する文書 

注釈 1 PR は，障害を指摘するために直接提出するか，又は，修正・変更依頼（3.1.8）に対して影響分

析を実施し，障害を見つけた後に作成するかのいずれかである。 

修正・変更依頼

訂正 強化改良

是正 予防 適応 追加 完全化保守型

分類
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3.1.12 
ソフトウェア保守（software maintenance） 

ソフトウェアシステムへの支援を提供するために要求される活動の全体 

注釈 1 活動は，提供後のステージ（段階）だけでなく提供前のステージでも実施する。 

注釈 2 提供前の活動には，例えば，提供後の運用，支援性，ロジスティクスの決定についての計画策

定がある。提供後の活動には，例えば，ソフトウェア修正・変更，教育訓練，及びヘルプデス

クの運営がある。 

注釈 3 総合信頼性（ディペンダビリティ）の文脈では，保守は，要求される実行ができる状態に項目

を保持又は復元することを意図した，全ての技術面及び管理面の処置の組合せである。 

3.1.13 
ソフトウェア維持（software sustainment） 

ソフトウェアシステム又はサービスが利用可能であり続けることを確実にするために，ソフトウェアシ

ステムを支援し，保守し，運用する活動 

注釈 1 ソフトウェア維持には，システムのソフトウェアの側面を支援し，保守し，運用するために要

求される，プロセス，手順，人員，資材（機器，データ保管用媒体なども含む。）及び情報が含

まれる。 

注釈 2 維持（sustainment）は，ISO/IEC/IEEE 24765 で，製品又はサービスが利用可能であり続けるこ

とを確実にするように実施される活動と定義されている。この規格のソフトウェア維持は，運

用操作可能なソフトウェアシステムを維持するために，支援，保守及び運用のための活動をよ

り同時並行かつ反復的に実施することを強調するために定義されている。 

3.1.14 
移行（transition） 

新規若しくは変更されたサービス，システム又はコンポーネントを，ある環境へ移動，又はある環境か

ら移動させることに関わる活動 

3.2 略語 

CM 構成管理，コンフィギュレーションマネジメント（configuration management） 
COTS 商用既製品ソフトウェア（commercial-off-the-shelf software） 
MBSE モデルベースシステムズエンジニアリング（model-based systems engineering） 
SEE ソフトウェアエンジニアリング環境（software engineering environment） 
STE ソフトウェアテスト環境（software test environment） 

4 適合性 

この規格は，JIS X 0160 の保守プロセスを実施するための手引を示す。この規格の手引は，JIS X 0160
と整合したものになっている。この規格に対して適合を主張することはできないが，JIS X 0160 の保守プ

ロセス及び関連するテーラリング（修整）への適合を主張することが可能である。この規格の唯一の必須

箇条は，JIS X 0160 から引用された記載である。この必須箇条には JIS X 0160 の要求事項が含まれており，

この規格で JIS X 0160 からの各要求事項は枠で囲まれて再掲されている。関連する JIS X 0160 の箇条番号

は，枠で囲まれた JIS X 0160 の要求事項の後の文中に記載されている。 

5 この規格の適用 
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5.1 一般 

この箇条では，ソフトウェア製品の保守に必要な保守プロセスを示す。 

5.2 保守プロセス 

保守は，ソフトウェアのライフサイクル（JIS X 0160）の中で実行されるテクニカルライフサイクルプ

ロセスの一つである。JIS X 0160 の取得及び供給の合意ライフサイクルプロセスは，合意又は契約を通じ

て保守ライフサイクルプロセスを実施するアクティビティを開始してもよい。運用プロセスは，修正・変

更依頼又は問題報告を通じて保守プロセスを要求してもよい。保守（ライフサイクル）プロセスでは，保

守戦略の一環として，JIS X 0160 のテクニカルライフサイクルプロセスを呼び出し，必要な改良を実施す

る。保守（ライフサイクル）プロセスでは，JIS X 0160 のプロジェクト計画，構成管理，品質保証などの

テクニカルマネジメントプロセスが使用される。 

注記 保守のための大幅な変更は，設計定義，実装，インテグレーション，移行プロセスなどを使用す

る，ソフトウェア開発プロジェクトとして扱うことが可能である。 

図 2 は，JIS X 0160 の保守プロセス及び保守関連プロセスとの関連，並びに保守プロセスのその定義さ

れたアクティビティへの精緻化を示す。これらの保守アクティビティについては，箇条 6 で詳述する。 

 

図 2－JIS X 0160 の保守プロセスと他のプロセスとの関係（箇条番号別） 

 

5.3 規格の構成 

箇条 6～箇条 9 は，JIS X 0160 の保守プロセスを詳述したものである。詳述の前にある枠で囲まれた箇

所は，JIS X 0160 の引用であり，その箇条番号が含まれている。 

箇条 6 は，保守プロセスの実施に必要なアクティビティ及びタスクを含む保守プロセスの詳細を示す。

箇条 7 は，保守を計画するときの考慮事項及びその際に遭遇する課題の一つである現行のソフトウェアを
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新しいものへ置き換える場合に対処するため，廃棄プロセスを示し，箇条 8 は実施に関する考慮事項及び

課題について説明する。箇条 9 は，保守計画の詳細を示す。 

6 保守プロセス 

6.1 保守のアクティビティ及びタスク 

6.1.1 一般 

6.4.13 保守プロセス（Maintenance process） 

6.4.13.1 目的 

保守プロセスは，サービスを提供するシステムの能力を維持することを目的とする。 

このプロセスは，サービスを提供するシステムの能力を監視し，分析のためにインシデントを記録し，

是正処置，適応処置，完全化処置及び予防処置の作業を実施し，修復された能力を確認する。 

（出典：JIS X 0160:2021） 

ソフトウェア保守は，支援，保守，及び運用プロセスが一緒に管理及び実行されるソフトウェア維持の

一部とみなしてもよい。 

6.4.13.1 目的（続き） 

ソフトウェアシステムの場合，保守プロセスで，展開配置・配布されたソフトウェアシステム及び要

素に対して修正，変更及び改善を行う。ソフトウェアシステムの保守への取組方法は，ソフトウェアシ

ステムが，自由に無償で入手可能なシステム，広範な商用の配布が可能な中にあるシステム，又は少数

の制御された環境で動作するシステムのいずれであるかによって異なる。 

システムに潜在している欠陥以外の複数の原因によって，ソフトウェアシステム保守を必要とする可

能性がある。そうした原因には，システムライフサイクルの全期間中での，インタフェースを介して相

互作用しているシステム又はインフラストラクチャへの変更，セキュリティ面での脅威の発展，システ

ム要素及びイネーブリングシステムの技術面での陳腐化などがある。資産となっている従来のシステム

の能力を拡張する，耐用寿命期間の途中でアップグレードする，又は発展させることが，適切なライフ

サイクル内で一連のプロセスを適用する，新しいソフトウェアシステム開発プロジェクトとなることが

よくある。そのような場合は，ポートフォリオ管理プロセスが作業を開始する出発点となる。また，ソ

フトウェアシステム保守は，優先順位付けされた継続する作業項目として，作業量の面から対応できる

レベル内で実行する可能性がある。ソフトウェアシステム要素の保守には，ハードウェア，ソフトウェ

ア及び通信サービス又は Web サービスなどのサービスを含む。保守は，構成管理プロセス及びソフト

ウェア資産管理と密接に関連し，他のテクニカルプロセスと同時並行して実行する。 

注記 ソフトウェアライフサイクルプロセスの保守に関する JIS X 0161 及びアプリケーションソフ

トウェア管理に関する ISO/IEC 16350 では，更なる詳細を提供している。SWEBOK では，ソ

フトウェア保守知識領域で，ソフトウェア保守の基本，重要な課題，測定，技法，保守プロセ

ス及び保守支援作業，並びにツールについて議論している。また，ソフトウェア信頼性向上を

支援するモデル，技法及び測定についても取り上げている。 
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（出典：JIS X 0160:2021） 

JIS X 0160:2021 の枠で囲まれた引用文及び注記は，この引用文の細分箇条の十分な手引であると考えら

れる。 

6.4.13.2  成果 

保守プロセスの実施に成功すると次の状態になる。 

a) システム要件（要求事項），アーキテクチャ，又は設計に影響を及ぼす保守上の制約が識別されている。 

b) 保守の実施を可能にするために必要な全てのイネーブリングシステム又はサービスが利用可能になっ

ている。 

c) 交換，修理，又は改訂されたシステム要素が利用可能になっている。 

d) 是正保守，完全化保守，又は適応保守に取り組むような変更に対するニーズが報告されている。 

e) 故障データ及び耐用寿命時間データが，関連するコストを含めて調査決定されている。 

（出典：JIS X 0160:2021） 

この引用文の細分箇条に関する特定の手引はない。 

6.4.13.3 アクティビティ及びタスク 

プロジェクトは，保守プロセスに関する，適用可能な組織の方針及び手順に従って，次に示すアクテ

ィビティ及びタスクを実施しなければならない。 

a) 保守の準備を行う。このアクティビティは，次のタスクからなる。 

1) 保守戦略を定義する。戦略では次を考慮する。 

i) 運用操作のアベイラビリティに対する要件（要求事項）に合致させるよう，ソフトウェア保守

での変更を実施し，検証し，配布し，かつ，インストールするための，優先順位，典型的なス

ケジュール及び手順の確立 

ii) 是正保守，適応保守，及び完全化保守のニーズを認識するための技法及び手法の確立 

iii) ソフトウェアシステム及びそのアーキテクチャが発展した場合に備えた，設計特性の定期的な

アセスメント 

iv) 関連システムでの技術の変化についての情報を用いた，コンポーネント及び技術で起こり得る

陳腐化の予測 

v) 保守を実施する（例えば，事前に予定してスケジュールして行うか，又は段階的に行う，イン

ストールによる導入，保守用パッチの適用又はソフトウェアのアップグレードの実施）ために

必要な，製品及び製品情報の正しいバージョンにアクセスするための優先順位及び資源の確立 

vi) システムの遂行能力・性能・運用時の実績レベル，有効性，及び効率性を洞察するための保守

作業の測定。これには，過去の障害及び故障の履歴へのアクセスを含む。 

vii) 問題解決及び保守の作業期間中の，システム内のデータについての合意された利用権利，及び

データへの影響 

viii) 偽造されたシステム要素又は権限をもたないシステム要素が，システムに導入されないことを

保証する取組方法 

ix) 他のソフトウェアシステム要素に保守による変更を加えたときの影響と，報告されたソフトウ
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ェアの不具合をそのまま残しておくことによるリスクとの比較 

x) システム及びソフトウェアの修理，交換・置換え，不具合修正，パッチの適用，更新，及びア

ップグレードを完遂して有効なものとするために要求される，スキル及び保守要員のレベル。

これは，人の健康，安全性，セキュリティ及び環境に関する法令及び規則に基づく要件（要求

事項）を考慮したものにする。 

2) 非ソフトウェア要素に対して，取得及び運用への考慮を含む，ライフサイクル全体を通したロジ

スティクス戦略を定義する。これには，保管しておくことになる交換・置換えを行う要素の件数

及び種別，保管場所及び保管状態，予想される交換・置換えを行う比率，並びに保管が可能な期

間及び更新する頻度を含む。 

注記 支援性に何を含めるかには，概念の探索又は開発の段階の期間中に早期に検討する。ロ

ジスティクスは，展開配置・配布及び維持の段階の全期間を通じて，適正な量及び品質

で，適正な場所及び時間で，必要な資材及び資源を利用可能にすることを確実なものに

するのを助ける。 

3) システム及び／又はソフトウェア要件（要求事項），アーキテクチャ，又は設計に組み込まれる

制約を，保守に関して識別する。 

注記 これらは，次のことを必要とした結果であることがよくある。 

－ 既存の保守支援用及び検証支援用のイネーブリングシステムの再利用 

－ 既存の交換可能なシステム要素の再利用，及び再供給についての制約への適応 

－ 特定の場所・所在地又は環境での保守の実行 

例えば，カプセル化，モジュール化，及び規模面での拡張性を強化するようなソフトウ

ェアのアーキテクチャ及び設計によって，保守をより容易にする。システムの設計及び構

築を文書化することへの要件（要求事項）によって，システム及びその要素を分解・解析

するリバースエンジニアリングの作業量を削減することを可能にする。システムアーキテ

クチャ及び設計に，問題解決中に行う，実行以前まで後戻りさせるロールバック，バック

アップ及びデータ回復の必要性を反映させる。システムを遠隔操作でリモート診断及びリ

モート保守できる機能を，アーキテクチャ及び設計の中に組み込んでおくことができる。 

4) システム，並びに関連する保守及びロジスティクスの作業が，適用可能，運用可能，支援可能，

及び持続可能な解決をもたらすようなトレードオフ関係を識別する。 

注記 システム分析及び意思決定管理プロセスが，アセスメント及びトレードオフの意思決定

を行うために用いられる。 

5) 保守を支援するために必要とするイネーブリングシステム又はサービスを識別し計画する。 

注記 これはイネーブリングシステムに対する，要件（要求事項）及びインタフェースの識別

を含む。保守支援用イネーブリングシステムの選定では，最初にシステムを実装したと

きの，既存のものか又は同等の設計，開発及び構成管理のインフラストラクチャの再利

用の必要性を反映させることがよくある。 

6) 利用するイネーブリングシステム又はサービスを，獲得する又はそれらへのアクセスを取得す

る。 

注記 保守の実現を支援する保守支援用イネーブリングシステムの支援機能が，意図したよう

に利用できるかを客観的に確認するために，妥当性確認プロセスが用いられる。 
（出典：JIS X 0160:2021） 

6.1.2 保守戦略 
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保守プロセスを効果的に実装するには，保守を実行するための戦略を策定することが望ましい。保守戦

略では，ソフトウェアシステムの開発及び運用プロセスと一貫性のある様々な保守の手法又は技法を指定

し，ソフトウェア保守プロセスを実施することがある。例えば，DevOps のように運用サービスの提供と並

行して開発・保守を行う，又はアジャイルプラクティスを用いて反復的な開発・保守を行うことが挙げら

れる。分散制御システム供給者，オペレーティングシステム供給者，アプリケーションソフトウェア供給

者など，保守を提供する組織が複数存在する場合がある。 

保守戦略は，次のことを網羅することが望ましい。 

a) なぜ保守が必要か。 

b) 誰が何の作業をするか。 

c) 参画している全員の役割及び責任は何か。 

d) どのように作業を実行するか。 

e) 保守のためにどのような資源が利用可能か。 

f) どこで保守を実行するか。 

g) いつ保守を開始可能か。 

h) システム記述 

i) 合意のための手続 

j) 教育訓練 

k) 統制 

l) 保守費用の見積り 

m) 記録及び報告 

6.1.3 保守計画 

保守計画を達成するには，次のタスクを実行することが望ましい。ただし，全てのタスクが全ての保守

アクティビティに対して必要になるわけではなく，特にアクティビティが MR 又は PR に重点が置かれて

いる場合はなおさらである。 

a) 保守計画及び手順を策定する。 

b) MR・PR 手順を確立する。 

c) CM を実施する。 

保守戦略にはシステムを保守するための戦略が含まれる。一方で，保守計画及び手順は保守をどのよう

に達成するかについて，より詳細なアプローチを提供することが望ましい。 

注記 保守計画の内容については，箇条 9 に詳述されている。 

6.1.4 保守計画及び保守手順 

次のタスクは，保守計画及び保守手順の定義を支援する。 

a) 保守の適用範囲を決定する。 

b) 保守組織の候補となる代替案を分析する。 

c) 資源分析を行う。 

d) 保守費用を見積る。 
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e) システムの保守性に関するアセスメントを実施する。 

f) 移行要件（要求事項）を決定する。 

g) 移行のマイルストーンを決定する。 

h) 利用する保守プロセスを識別する。 

i) 選択した保守タスクに対する保守手順を策定する。 

注記 1 新システムへの移行は，多くの場合，既存システムの廃棄と同時に行われ，旧システムから代

替システムへのデータ移行保守（data migration）を伴う（JIS X 0160:2021 の 6.4.10.1）。ソフト

ウェア及びデータの移行保守（migration）は保守の一部として行われることがよくある。これ

が，保守計画及び保守手順に g)及び h)が含まれる主な理由である。 

注記 2 JIS X 0160（ ISO/IEC/IEEE 12207）と整合をとって， ISO/IEC/IEEE 15289 は保守計画

（ISO/IEC/IEEE 15289:2019，10.31），保守手順（ISO/IEC/IEEE 15289:2019，10.32），問題管理

手順（ISO/IEC/IEEE 15289:2019，10.36），及び問題報告（ISO/IEC/IEEE 15289:2019，10.37）
の内容を規定している（ISO/IEC/IEEE 15289:2017 に対応する JIS X 0171:2020 では，それぞれ

10.44，10.45，10.50 及び 10.51 にある。）。 

6.4.13.3 アクティビティ及びタスク（続き） 

b) 保守を実施する。このアクティビティは，次のタスクからなる。 

1) 是正保守，適応保守，完全化保守及び予防保守のニーズを識別するため，利害関係者要件（要求

事項），苦情，イベント，インシデント及び問題報告をレビューする。 

注記 反復型のライフサイクルを用いるソフトウェアシステムでは，要件（要求事項）を変更

することが基となって，適応保守及び完全化保守の作業を行うと考えることができる。

パッチの適用及び更新によってシステムセキュリティを保守するのと同様に，ソフトウ

ェア保守では，展開配置・配布されたソフトウェアを是正，変更及び改善する。 

2) データ構造，データ，並びに関係するソフトウェア機能，利用者用文書及びインタフェースにお

ける，保守による変更の影響を分析する。 

注記 レビュー及び分析に，次の要因を含めることがよくある。保守作業の分類，修正変更の

規模，関係するコスト，修正変更に要する時間，及びソフトウェアシステムの遂行能力・

性能・運用時の実績，安全性又はセキュリティへの影響。 

3) ソフトウェアシステムの故障を引き起こす原因と判断される障害を検出した場合は，システムを

運用状態に復元する。 

注記 完全な運用状態又は制限されて劣化のある運用状態への復元は，実行以前まで後戻りさ

せるロールバック，回避策，又は障害の原因を識別して修正することによって達成でき

ることがよくある。復元に遅れが生じるか，又は不可能な場合，問題が顕在化したとき

の対応策である有事対応計画との一貫性をもたせ，システムを縮退させて運用する劣化

モードへ復元する。可能な場合は，運用環境を模擬した異なる環境で障害による故障発

生を再現し，障害の根本原因を究明して識別する。構成管理プロセスの中の特にリリー

ス管理アクティビティを，システムへのあらかじめスケジュールされた変更及び緊急の

変更を制御するために実行する。 

4) システム要素の欠点（欠陥）及び誤りを修正する手順，又はシステム要素を交換・置換え若しく

はアップグレードする手順を実行する。 

注記 1 欠点及び誤りの修正は，問題解決を用い，品質保証プロセス，並びにプロジェクトア
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セスメント及び制御プロセスによって扱うことができる。 

注記 2 通常は再帰テストを実施して，保守による変更が他の問題となる課題を導入していな

いかを検証する。例えば，修正変更されていない当初の要件（要求事項）に対応して

いるソフトウェアシステムの遂行能力・性能・運用時の実績に影響を及ぼすことなく，

新規及び修正変更された要件（要求事項）の実装を適正に完了しているか，などであ

る。 

移行プロセスは，大規模な保守による変更を行う開発に適用できる。一方，小規模

な問題点の修正は，保守プロセスの一部として行うのが通常である。 

作業は，将来の保守及び問題解決，並びに劣化する可能性のあるシステム要素につ

いてのロジスティクスの分析を容易にするために，作業を記録する。 

注記 3 保守を実施する時点で利用しやすい媒体を使って，システム及びデータの回復手順，

並びにそれらの保守情報を利用できるようにすることがよくある。 

5) ソフトウェアシステム要素の交換・置換え，パッチ適用，増強又はアップグレードを行うことに

よって予防保守を実施する。これは，受け入れられないサービスレベルまでしか到達しないと推

測されるソフトウェアシステムの遂行能力・性能・運用時の実績を改善するためである。例えば，

要望されるデータ又は蓄積保管されるデータの増加に対応できるように容量不足を改善する。ま

た，受け入れられない運用状況を回避するためである。例えば，セキュリティ対策が期限切れに

なったソフトウェアを使っている運用状況を回避する。 

6) 適応保守又は完全化保守が要求される時点を識別する。 

注記 適応保守及び完全化保守の作業は，通常，システム及び／又はソフトウェア要件（要求

事項），アーキテクチャ及び設計への変更をもたらす。既存のソフトウェアシステムを修

正するための新しいプロジェクトを開始することができる。 
（出典：JIS X 0160:2021から枠内に記載している引用文中にある“修正変更”は“modification”のこと

で，この規格では“修正・変更”と表記している。） 

6.1.5 保守要件（要求事項）のレビュー 

JIS X 0160:2021，6.4.13.3 b)1)では，接続されたシステムに対しては，ログファイルを使用して，運用シ

ステムの遂行能力・性能・運用時の実績，並びに未報告の問題及び欠陥を追跡することが可能である。 

MR を策定するときは，故障発生の問題及び利害関係者の保守依頼と併せて，インシデント，イベント

及び苦情についてレビューすることが望ましい。 

インシデント及び故障発生の問題をレビューするときに，潜在的なリスクを特定し，保守によってリス

クを軽減できる可能性がある。 

6.1.6 保守による変更の影響分析 

JIS X 0160:2021，6.4.13.3 b)2)には“品質”が含まれる。 

次のタスクを実施することが望ましい。 

a) MR・PR の識別体系を作成する。 

b) MR・PR の分類分け及び優先順位付けの体系を作成する。 

c) 運用操作者が MR・PR を提出する手順を決定する。 
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d) 追跡して利用者に報告する必要がある情報ニーズ及び課題を識別し，それらの情報ニーズ及び課題に

対するフィードバックを提供するための定量化に用いる測定量を明らかにする。 

e) 運用操作者に対し，当面の回避策を提供する方法を決定する。 

f) 回避策が不要になるまで追跡する。 

g) 利用者に対し，追跡結果の継続的なフィードバックとして何を提供するかを決定する。 

さらに，成熟した組織では次のことを実施してもよい。 

h) MR・PR 完了率の達成目標を設定する。 

i) 経時的に追跡する必要があるデータの種類（MR・PR の経時変化データなど）を決定する。 

j) 保守状況記録データベースを使用する場合，そこにデータを入力する方法を決定する。 

注記 保守変更の影響分析のために，既存のソフトウェアシステム及び段階的に進行する保守又は移行

保守が行われているソフトウェアシステムの両方を並行運用し，それらのアウトプット，結果又

は遂行能力・性能・運用時の実績の比較によって，品質評価，検証又は妥当性確認のための監視

をすることがある。 

6.4.13.3 アクティビティ及びタスク（続き） 

c) ロジスティクス支援を実施する。このアクティビティは，次のタスクからなる。 

注記 ロジスティクス作業は，ソフトウェアシステムが運用可能であるように準備を整えた状況

を維持できるようにする。この作業には，要員計画，供給支援，支援機器設備，技術的デ

ータへのニーズ（利用者用文書）及び合意したデータ利用権，教育訓練支援，通信，機器

設備又はコンピュータ資源の支援，並びに施設を含む。 

1) ソフトウェアシステムのライフサイクル又はプロジェクトの実施期間を通じて，ソフトウェアシ

ステムを支援するための資源を獲得する（取得ロジスティクス）。 

注記 取得ロジスティクスへの配慮を，合意プロセスの結果である合意事項に含める。これは，

ソフトウェアシステム運用・保守の支援性及び保守の容易化をシステムの初期設計に反

映させておくための費用対効果のよい変更を識別することを含む。同様に利用期間中又

は展開配置・配布，問題点修正又はアップグレードしたソフトウェアを配布するための

準備も含む。これらの意思決定は，アベイラビリティについての要件（要求事項）によ

って制約を受け，サプライチェーンマネジメントに影響を与えることがよくある。 

2) 保管期間中の，交換・置換え用の要素及びイネーブリングシステムの品質及びアベイラビリティ，

それらの納入・提供・配布を行う機構，並びにそれらの完整性（integrity）の継続を監視する。 

注記 運用ロジスティクスは，ソフトウェア機能の効果的及び効率的な提供を確実にすること

に役立てるための，運用寿命期間の全体を通した対象システム及びイネーブリングシス

テムの両者を同時並行して運用できるように同調させる調整を含む。運用ロジスティク

スには，スキルのある人的資源を利用可能にすることも含む。例えば，以前の媒体に保

存されているソフトウェアを読み込むことができるか，又はバックアップしたファイル

を現時点の媒体及び現時点で維持・保守されているイネーブリングシステムへ移行する

ことができるような，信頼できるイネーブリングシステムを利用可能にする。 

3) ソフトウェアシステム又はその要素を配布するための機構を実装する。これには，ライフサイク

ルの中で各品目にとって必要となる，パッケージ化，取扱い，格納，及び通信又は輸送を含む。 

注記 1 ソフトウェアの配布及びインストールは，典型的には自動化される。ソフトウェアの
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パッケージは，ソフトウェア資産管理のために，データ利用権を含むソフトウェア使

用許諾ライセンスに関する条項及び要素を含む。他のシステム要素のためのロジステ

ィクス計画作成が，インテグレーションプロセス及び移行プロセスの目標を支援する

ために要求されることもよくある。 

注記 2 運用サイト又はそれ以外の場所にも，予備の要素又はソフトウェアのバックアップコ

ピーを保管する必要性を検討する。これは，ソフトウェアシステムの能力を，要求さ

れるように（多くの場合は，有事発生時でも低減されたレベルで運用ができるように）

維持・保守するために行う。 

4) ソフトウェアシステム及びその要素の運用・保守の支援性に関する要件（要求事項）を満たすた

めの，又は運用準備を達成するためのロジスティクス作業が，計画され実施されていることを確

認する。 

注記 これらのロジスティクス作業は，要員計画，供給支援，支援機器設備，技術的データへのニ

ーズ（利用者用文書，取扱説明書，一覧表），教育訓練支援，情報の伝達・通信手段，機器設

備又はコンピュータの資源支援，及び施設を含む。 
（出典：JIS X 0160:2021） 

6.1.7 保守測定 

JIS X 0160:2021 の 6.4.13.3 a)1)の 6 番目の項目は，信頼性，性能効率性，保守性などを含むシステム及

びソフトウェア製品の品質の考慮を含む（JIS X 25010 も参照）。 

システム又はソフトウェアの構造の複雑さを定量化するモジュール性の測定量，システム又はソフトウ

ェアに欠陥又は劣化をもたらすことなく，正しく修正・変更される頻度を示す修正・変更性の測定量など，

保守時に保守性の測定量を定期的に適用することは有用である。 

6.1.8 保守によって置き換えた要素の品質及びアベイラビリティの監視 

利用可能な場合，保守イネーブリングシステムを用意して，保守，移行保守した，又は置き替えたソフ

トウェアで発生した問題の種類を自動的に収集及び監視することが可能である。ソフトウェア機能は，問

題を分析し，更新されたソフトウェアの品質を評価するために，ソフトウェアシステムの個々の利用者又

は運用操作者が使用又は操作する。 

6.4.13.3 アクティビティ及びタスク（続き） 

d) 保守及びロジスティクスの結果を管理する。このアクティビティは，次のタスクからなる。 

1) 解決までを含むインシデント及び問題，並びに重要な保守及びロジスティクスの結果を記録す

る。 

注記 これは，保守戦略，保守イネーブリングシステム，保守及びロジスティクスの実行，又

は誤りのあるシステム定義に起因する不具合を含む。例えば，データを分析して根本原

因を識別する，是正処置又は改善作業を実現する，学んだ教訓を記録するなど，保守の

問題を識別して解決するために，プロジェクトアセスメント及び制御プロセス並びに品

質保証プロセスが用いられる。 

このアクティビティには，ロジスティクス又はソフトウェア配布の手順を変更するこ

とを含めることができる。ソフトウェアシステム要件（要求事項），アーキテクチャ又は

設計への変更はテクニカルプロセス内で行う。 
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2) インシデント，問題，並びに保守及びロジスティクス作業の傾向を識別し，記録する。 

注記 1 傾向を表すデータ及び問題解決報告が，運用及び保守の要員，顧客，並びに類似のシ

ステムエンティティ（システム実体要素，system entities）を開発又は利用している他

の利害関係者及びプロジェクトに知らせるために使用される。 

注記 2 インシデント及び問題報告が，結果として実行された対処作業も含めて，品質保証プ

ロセスのインシデント及びプロセス管理に関するアクティビティを通して追跡され

る。 

3) 保守されているシステム要素のトレーサビリティを維持する。 

注記 記録された保守作業と，ソフトウェアシステム要素及びライフサイクルにおける作成物

との間で，双方向のトレーサビリティを維持する。ソフトウェア使用許諾ライセンスを

交換・置換するシステムへの割当てなどのような，ソフトウェア資産管理における変更

を記録する。 

4) ベースラインのために選定された重要な作成物及び情報項目を提供する。 

注記 構成管理プロセスが，構成品目及びベースラインを確立し維持するため，並びにそれら

の使用許諾及びデータ利用権を追跡確認するために利用される。このプロセス（保守）

で，ベースラインのための候補となる情報項目を識別し，情報管理プロセスで情報項目

を制御する。例えば，保守手順である。 

5) システム及び保守支援に対する顧客満足度を監視し測定する。 

注記 ISO 10004:2012 は，顧客満足度の監視及び測定に関する指針を含んでいる。顧客満足度

データを収集したときは，品質管理プロセスの中で使用される。 
（出典：JIS X 0160:2021） 

6.1.9 保守及びロジスティクスの結果管理 

このアクティビティ及びタスクは，ソフトウェアの移行又は保守プロセスの開始後に実行されることが

よくあり，修正・変更の必要性が生じたときに繰り返し呼び出される。 

6.2 問題及び修正・変更の分析 

6.2.1 問題及び修正・変更の分析タスク 

問題及び修正・変更の分析タスクでは，次のことを行う。 

a) MR・PR を分析する。 

b) 問題を再現又は検証する。 

c) 実施の時期・期間・時系列の見積りを含む修正・変更実施に関する選択肢を策定する。 

d) MR・PR，分析結果，及び修正・変更実施の選択肢を文書化する。 

e) 選択した修正・変更実施の選択肢の承認を得る。 

問題及び修正・変更を分析するアクティビティへのインプットは，妥当性確認された MR 又は PR，シス

テム及び／又はプロジェクトの記録及び情報項目，並びに要件（要求事項）の記録及び情報項目とするこ

とが望ましい。 

システムを修正・変更する前に，MR・PR を分析して，組織，既存システム，及びインタフェースをも

つシステムへの影響を判断し，推奨される，用いる可能性のあるソリューションを策定して文書化し，選
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択したソリューションを実施するための承認を得ることが望ましい。 

6.2.2 MR・PR の実現可能性レビュー 

依頼された MR・PR が実現可能かどうかを判定するには，次のタスクを実行することが望ましい。 

a) 提案された変更を実施するのに必要十分な人員がいるかどうか判定する。 

b) 提案された変更を実施するのに必要十分な予算があるかどうか判定する。 

c) 十分な資源が利用可能かどうか，及びこの修正・変更が継続中又は計画されたプロジェクトに影響が

あるかどうかを判定する。 

d) 検討するのがよい運用操作上の課題について判定する。課題には，例えば，システムインタフェース

要件（要求事項）への予想される変更，システムの予想有効寿命，運用操作上の優先順位，実装され

ていない場合どうなるか，がある。 

e) 取り扱う優先順位の判定を行う。 

f) 保守型を分類する。 

g) 現在及び将来の利用者への影響度を判定する。 

h) 安全性及びセキュリティの影響を判定する。 

i) 修正・変更の量的な規模及び重要さの程度を見積る。 

j) MR・PR の影響が他の項目に波及する箇所を識別する。 

k) 変更によって生じる可能性のある全てのソフトウェア又はハードウェアの制約を評価する。 

l) 実施のための管理及び技術要員の費用を含む短期的及び長期的な費用を判定する。 

m) 修正・変更することによって得られる便益の価値を判定する。 

n) 現行スケジュールへの影響を判定する。 

o) 影響分析の結果によって判明した，全てのプロジェクト又はソフトウェアのリスクを文書化する。 

p) 要求されるテスト及び評価のレベルを判定する。 

q) 開発した作成物を CM の管理下に置く。 

6.2.3 MR・PR の再現又は検証 

依頼された問題報告が有効であることを確実なものとするために，次のタスクを実行して問題を再現又

は検証する（費用及び／又はスケジュールへの影響の評価の一部として既に完了している場合を除く。）。 

a) 問題を検証するためのテスト戦略を策定する。 

b) 影響を受けるソフトウェアのバージョンを CM から入手する。 

c) 影響を受けるバージョンをインストールして導入する。 

d) なるべくならば，影響を受けるデータの複製を利用し，問題検証のためテストを行う。 

e) テスト結果を文書化する。 

もし，何らかの理由（例えば，データの機密性によって）で問題が再現不可能であれば，組織規定，方

針，記録，情報項目などを検査することが望ましい。 

分析に基づいて，修正・変更を実施するための選択肢を策定する。 

6.2.4 MR・PR の実施（対策の策定） 

次のタスクを実行することが望ましい。 
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a) 問題に対する回避策があるかどうかを判定する。もし，あるならば，より永続的な是正を実施できる

までの間，暫定的に使用できる回避策を運用操作者又は利用者に提供する（このタスクは，適応保守

又は完全化保守では不要な場合がある。）。 

b) 修正・変更に必要な確かな要件（要求事項）を定義する。 

c) 修正・変更を実施するための異なる選択肢を策定する。 

d) これらの選択肢がシステムハードウェア及び利用者に与える影響を判定する。 

e) 特定した選択肢のそれぞれのリスク分析を実施する。 

f) 提案された選択肢の採用又は却下を記録する。 

g) 修正・変更を実施するための合意した計画を作成する。 

6.2.5 MR・PR のレビュー及び記録 

次のレビュー及び記録タスクを実行することが望ましい。 

a) システム情報［コード内のコメント，要件（要求事項），設計仕様，テストスクリプトなど］及び利用

者向けの情報が保守による変更を反映するように作成又は更新されていることを検証する。 

b) 提案されたテスト戦略及びスケジュールの正確性をレビューする。 

c) 資源見積りの正確性をレビューする。 

d) 保守状況記録データベースを更新する。 

e) MR・PR を，承認するか又は否認するかを示す，処置に関する勧告を含める。 

保守を開始するための合意書が利用できない状況で保守を実施する場合にも，承認を得ることが望まし

い。 

6.2.6 MR・PR の承認 

承認を得るには次のタスクを実行してよい。 

a) 適切な CM グループによる承認のために分析結果を提供する。 

b) 修正・変更に関する協議に参加する。 

c) 承認後，MR の状況を更新する。その依頼が強化改良（改善）の場合は，承認後，要件（要求事項）を

更新する。 

修正・変更を実装するタスクでは，ソフトウェア製品の修正・変更に関する開発及びテストが行われる

（保守戦略で特定されている場合は，JIS X 0160 のテクニカルプロセスの一部としてもよい。）。 

保守組織では分析を行った後，（保守戦略の一部として特定された場合は）JIS X 0160 の実装プロセスを

実行し，修正・変更が実施される。 

保守組織が行う分析で，どの記録及び情報項目，ソフトウェアユニット並びにそれらのどのバージョン

を修正・変更する必要があるかが確定される。 

6.2.7 MR・PR の追加分析記録 

この追加分析の結果は記録することが望ましい。この作業には次のタスクが含まれる。 

a) 既存システムで修正・変更する要素を識別し，将来のリリースで欠陥を検出できるようにテストプロ

セス又はテストスクリプトの変更を識別する。 
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b) 修正・変更によって影響を受けるインタフェース要素を識別する。 

c) 更新する記録を識別する。 

d) 記録を更新する。 

6.2.8 テクニカルプロセスを使用した MR・PR の実施（ソフトウェア実装） 

テクニカルプロセスを通じて修正・変更を実装するには，次のタスクを実行することが望ましい。 

a) システムの修正・変更された部分及び修正・変更されていない部分（ソフトウェアユニット，コンポ

ーネント，及び構成品目）に対するテスト及び評価のための基準を定義し，記録する。 

b) 修正・変更されなかったソフトウェア機能への影響を回避するように，新規及び修正・変更された要

件（要求事項）を完全かつ正確に実装する。 

JIS X 0160:2021（テクニカルプロセス）のシステム及び／又はソフトウェア要件（要求事項）定義プロ

セスは，そのプロセスを実施し，問題及び修正・変更を分析する保守プロセスのアクティビティによって，

［要件（要求事項）と運用時との差異を解決する要件（要求事項）を更に定義することで］満たされる。 

6.2.9 修正・変更されたシステムの MR・PR レビュー 

修正・変更されたシステムのインテグリティを判断するために，修正・変更を承認した組織と共同でレ

ビューを実施することが望ましい。 

次のタスクを実行することが望ましい。 

a) 利用者のプロセス［例えば，要件（要求事項），設計，コード及びテスト間のトレース］で要求される

ように，要件（要求事項）から設計，コードに至るまでの MR・PR のトレーサビリティを確立する。 

b) コードのテスト可能性を検証する。 

c) コーディング標準への適合性を検証する。 

d) 必要なソフトウェアコンポーネントだけが修正・変更されていることを検証する。 

e) 新しいソフトウェアのコンポーネントが適切に統合されていることを検証する。 

f) 記録及び情報項目が正確であるかをチェックする。 

g) ソフトウェアファイルがテスト用に正常にコンパイルされていることを確実にする。 

h) 変更箇所のテストを実施する（別のテスト環境で実施してもよい。）。 

i) 完全に統合されたシステム上でシステムテストを実施する（別のテスト環境で実施してもよい。）。 

j) テスト報告書を作成する。 

6.2.10 MR・PR の承認及び実施（運用への引継ぎ） 

契約書に明記された修正・変更が満足のいく形で完了したことについて承認を得ることが望ましい。合

意なしに保守が実施された場合も，承認を得ることが望ましい。 

次のタスクを実行することが望ましい。 

a) QA（品質保証）のライフサイクル支援プロセス（JIS X 0160）を通じて承認を得る。 

b) プロセスが守られていることを検証する。 

c) 影響を受けるシステムに変更をリリースする，又はダウンロード可能な状態にする。 

d) 要求に応じて，機能構成監査及び物理構成監査を実施する。 



21 
X 0161：0000 (ISO/IEC 14764：2022) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

e) 運用操作者に通知する。 

f) 合意によって要求されるように，インストールによる導入及び教育訓練を行う。 

これらのタスクは，前記 c)の意図に含まれているように遠隔操作で行う，又は組織による“自己保守”

の一部として行うこともある。 

7 ソフトウェアの廃棄 

7.1 一般 

ソフトウェア製品が耐用寿命に達したら，ソフトウェアを廃棄するプロセスを確立するのがよい。その

ために，ソフトウェア製品の廃棄決定に役立つ分析を実行するとよい。分析は経済性に基づいて行われる

ことがよくあり，廃棄戦略に含めてもよい。分析では，次のことについて費用対効果が高いかどうか判断

することが望ましい。 

a) 依然として有効な要件（要求事項）であるため，機能遂行能力を保持する。 

b) 旧式の技術を保持する。 

c) 新しいソフトウェア又はアップデートされたソフトウェア製品の開発によって新技術へ移行する。 

d) 例えば，次のいずれかを開発する。 

1) 新しい，陳腐化していない環境に適応させるための，既存製品をアップデートした製品 

2) モジュール性を実現するための新しいソフトウェア製品 

3) 保守を容易にする新しいソフトウェア製品 

4) 標準化を実現するための新しいソフトウェア製品 

5) 供給者からの独立性を促進する新しいソフトウェア製品 

ソフトウェア製品は，新しいソフトウェア製品に替えてもよいが，幾つかのケースでは替えなくてもよ

い。ソフトウェア製品を廃棄するには，廃棄に必要なタスクを決定し，策定し，記録するのがよい。廃棄

するソフトウェア製品のデータ，情報，及びその他のシステム作成物を保管し，将来も利用できるように

することが望ましい。 

廃棄プロセスで発生した全ての作成物は，CM の制御下に置くことが望ましい。 

7.2 廃棄戦略 

7.2.1 一般 

運用及び保守組織による積極的な支援を不要にする廃棄戦略を策定し，記録することが望ましい。設計

作成物を含め，ソフトウェアが保管されているハードウェアに何が起こるか（どのような動作をするかな

ど）を十分に考慮することが望ましい。サイバーセキュリティを関心事とするとともに，これは知的財産

又は取引上の機密の保護にもつながる。戦略実施タスクには利用者を参加させることが望ましい。 

7.2.2 廃棄戦略項目 

戦略では，次に挙げる項目に対処することが望ましい。 

a) 一定期間後の完全又は部分的なサポートの停止 

b) ソフトウェア製品及びそれに関連する記録並びに情報項目の保管又は破棄 
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c) 将来の残留サポート問題についての責任の割当て 

d) 該当する場合は，新規ソフトウェア製品への移行（例えば，COTS，新規製品作成） 

e) アーカイブとして保管されるデータのアクセス可能性，アクセス制御及び保持の要件（要求事項） 

7.2.3 廃棄タスク 

廃棄の一環として，次のタスクを実行する。 

a) 廃棄要件（要求事項）を分析する。 

b) 第三者利用者への技術的インタフェース，データウェアハウスへのインタフェース，法定報告，ソフ

トウェア及びハードウェアインフラストラクチャを含むがこれらに限定されない，ソフトウェア製品

の廃棄による影響を決定する。 

注記 第三者利用者は，ソフトウェアシステムの利用者に含まれるが，廃棄に関与する取得者，

保守者又は廃棄担当者ではなく，廃棄プロセスには携わることができない利用者を指して

いる。例えば，通信用などプラットフォームとして提供されているソフトウェアシステム

上でサービスビジネスを行っている事業者又は不特定の利用者，開発に供給者として参加

後に取得者と契約して運用サービスを独自に行っている事業者。 

c) ソフトウェア製品の廃棄スケジュールを確立する。 

d) 将来にわたって残るサポートの責務を識別する。 

e) 廃棄資源を定義し，文書化する。 

利用者には，廃棄のスケジュール及び活動を通知することが望ましい。 

7.2.4 廃棄通知 

通知には，次の項目を含めることが望ましい。 

a) ソフトウェア製品の置換え又はアップグレードに関する記述，及び利用開始日 

b) 現行ソフトウェア製品のサポートを終了する理由 

c) サポート終了後，利用者が選択できる他のサポートの記述 

7.2.5 廃棄通知タスク 

次のタスクを実行する。 

a) 影響のある全ての作業場所を明確にする。 

b) サイト固有の課題を識別する。 

c) 戦略及びスケジュールを公表する。 

d) サイトからのフィードバックに対処する。 

予定された廃棄が行われるとき，関係者全員に通知することが望ましい。ログ，コード，データ，記録，

情報項目など，関連する全ての開発文書記録は，適切な場合，アーカイブとして保管することが望ましい。 

7.2.6 廃棄後タスク 

次のタスクを実行することが望ましい。 

a) 廃棄スケジュールの変更を公表する。 

b) サイトに固有な問題を文書化し，どのように解決可能であるかを文書化する。 
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c) 旧ソフトウェア，記録及びデータをアーカイブとして保管する。 

d) 旧機器を撤去する。 

廃棄するソフトウェア製品が用いていたデータ又は関連するデータは，当該データに適用されるデータ

保護及び監査に関する契約上の要件（要求事項）に従って，アクセス可能にすることが望ましい。 

将来必要になった場合に備えて，記録をアクセス可能な場所にアーカイブとして保管することが望まし

い。 

7.2.7 記録のアーカイブ保管 

次のタスクを行う。 

廃棄プロセスで取り上げた，廃棄対象の，ソフトウェア，データ及び情報項目を保管する。 

8 実施に関する考慮事項 

8.1 一般 

（ソフトウェア）保守のライフサイクルプロセスは，保守戦略及び保守計画の策定から始まり，ソフト

ウェア製品の廃棄で終わる。それには問題又は改善の必要性に応じて，コード，記録及び情報項目の修正・

変更が含まれる。保守プロセスの目標は，既存のソフトウェア製品をそのインテグリティを保ちながら修

正・変更することである。ソフトウェアを内部に含むシステムもある。システムズエンジニアリングの側

面は，JIS X 0170 で説明されている。この箇条は，実施に関する考慮事項を提供する。 

保守プロセスが必要なのは，運用環境でエラーが検出されるから，並びに新しい能力及び／又は修正・

変更された能力の必要性が生じるからである。ソフトウェア製品がモデルベースシステムズエンジニアリ

ング（MBSE）又はインフラストラクチャツールを使用して開発されている場合でも，保守は必要である。

MBSE 及びインフラストラクチャツールは保守を容易にするが，保守の要件（要求事項）がなくなるわけ

ではない。アプリケーションコードを開発しない場合，すなわちソフトウェア製品が既製品だけで構成さ

れる場合，保守は，旧式製品を交換し，セキュリティ課題に対して更新するために依然として必要となる

場合がある。取得者又は供給者による既製ソフトウェア製品の保守には，製品へのデータ及び操作の両方

のインタフェースの修正・変更が含まれる場合がある。 

ソフトウェアライセンス所有者に課される暗黙の要件（要求事項）及び制約について考慮することが望

ましい。環境が変化した可能性があり，及び当初の要件（要求事項）の幾つかは，もはや適用できない場

合がある。 

JIS X 0160 のテクニカルプロセス実行中に発見された問題は，全て記録され，監視され，MR 又は PR が

提出される。これらは，多くの場合，変更依頼という。JIS X 0160 の意思決定管理プロセスは，問題を分

析し，解決する。また，ある MR・PR が，（訂正への分類が期待される）問題であるのか強化改良（への

分類）であるのかを決定する。JIS X 0160 の CM プロセスは，MR・PR の状態を記録し，報告するもので

ある。CM プロセスの構成制御を行うアクティビティによって，その依頼を承認するかどうかが決定され

る。承認された MR・PR は，保守プロセスを開始することによって実装される。 

ソフトウェア製品が利用者の要件（要求事項）を満たすためには保守が必要である。保守は，あらゆる

ライフサイクルモデル（例えば，段階的増加開発，ウォーターフォール開発，発展型開発，アジャイル開

発，継続的反復開発）を使用して開発されたソフトウェアに適用可能である。 
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運用環境によって課せられる制約は，保守プロセスに影響する。多くの場合，24 時間週 7 日一年中無停

止連続の運用及び保守サービス環境が存在する。ソフトウェア保守は，簡単に停止させることが不可能な

システムで実行する必要がある。特に，保守のためにシステムを停止できない場合は，この種類のシステ

ムに対して特定の保守戦略を策定することが望ましい。このようなソフトウェアの保守は，合意されたサ

ービスレベルを低下させないように慎重に計画することが望ましい。保守によってシステム全体が故障し

た場合に備えて，回復手順を準備することが望ましい。 

保守はライフサイクルコストのかなりの部分を占める場合がある。実行する保守型を分析することが（保

守の）費用を理解するのに役立つ。 

8.2 保守型 

是正保守は，ソフトウェア製品に実際に起きたエラーによって必要となる変更を指す。ソフトウェア製

品がその要件（要求事項）を満たさないときに，是正保守を実施する。緊急保守は，是正保守が完了する

まで一時的にシステムを運用状態に保つために行う計画外の修復である。 

予防保守は，ソフトウェア製品に起こり得る潜在的な誤りを検出することによって必要となる変更を指

す。 

適応保守，追加保守，及び完全化保守は，ソフトウェア製品の変更を指す。これらの変更は，仕様書又

はリリース済みソフトウェアには含まれていなかったものである。適応のための変更は，変化する環境に

適応させるために必要な変更である。適応のための変更は，新しいシステムインタフェースの要件（要求

事項），新しいシステムの要件（要求事項）又は新しいハードウェアの要件（要求事項）を実現するための

変更を含む。追加のための変更は，既存のソフトウェアに対しては，ほとんど変更が加えられない変更で

ある。完全化のための変更は，ソフトウェア製品の遂行能力・性能・運用時の実績又は保守性を向上させ

るためのものである。完全化のための変更は，利用者のための新たな機能性の改善を提供したり，又は文

書化可能な機能性改善にするためのリバースエンジニアリングの提供を行う場合がある。 

ソフトウェア保守は，現行の構造又はシステムの変更を通常は必要とする。すなわち，ソフトウェアの

修正・変更は現行のアーキテクチャに対して行われ，設計構造によって課せられた制約を受容することが

望ましい。ソフトウェアが新しい特徴的な機能に対応できるように拡張性をもたせて設計されていない場

合，適応保守及び完全化保守は，多大な費用及び時間を消費する可能性がある。このような場合，保守費

用のかなりの部分を占める場合がある。 

8.3 保守の合意 

取得者は，当初の供給者と保守を行う合意を締結してもよいし，又は第三者が保守組織になってもよい。

また，保守は，同じ組織の内部での二者間合意によっても提供可能である。ソフトウェアが COTS で構成

されている場合は，内部又は第三者との間の合意で十分な場合がある。 

保守サービスモデルは，合意されていることが望ましい。このモデルは，保守型に対応し，新規開発を

含むことが望ましい。使用する保守型が識別されると，固定価格で包括的な契約を結ぶことが可能である。

保守費用が高額になる場合は，時間及び資材費（機器，データ保管用媒体の費用なども含む。）に基づいて

契約を結ぶことが可能である。考えられる形態には，端的な例として次のものがある。 

a) 形態 1：総保守費を固定した一括契約。複数の保守型が含まれ，新規開発も含まれる場合がある。 

b) 形態 2：保守の個別契約。通常は合意された期間の是正保守が含まれる。 

JIS X 0160 は，取得者と供給者との間の合意締結を導くための詳細なタスクを提供する。これは，取得
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者と供給者とが同じか又は異なる組織であるかにかかわらず，保守合意締結を導く助けに使用されること

が望ましい。これらの合意は，サービスレベル合意（SLA）ということがある。特定の保守の課題につい

ては，後で示す。 

取得者が，供給者からの提供後又は保証期間終了時に，ソフトウェア保守を供給者に要求する場合には，

合意書に，このことを明文化することが望ましい。利用者のための情報の更新要件（要求事項）も，合意

書の中で明文化することが望ましい。教育訓練も，同様に明文化することが望ましい。その後，供給者は，

要求に応じて，保守タスクのための手順を準備し，これらの手順を最新のものに維持し，活動が合意した

要件（要求事項）及び準備した手順に適合しているかどうかを確認することが望ましい。保守される項目，

保守手順及びそれらの保守のための時間は，保守計画の中で指定することが望ましい。 

供給者（保守組織）及び取得者は，最初に保守合意締結について合意し，要求に応じて，保守対象ソフ

トウェア製品に修正・変更を取り込む手順を明記することが望ましい。ソフトウェアライセンス所有者及

び第三者の保守組織でも同様の手順を使用してもよい。 

これらの手順には，次を含むことが望ましい。 

a) ソフトウェアが局所的に是正可能である場合か，又はインストールによる導入及びリリースのために

JIS X 0160 のテクニカルプロセスを用いている新しいベースラインが必要となる場合かを決定するた

めに用いる基本ルール 

b) リリースの頻度又はソフトウェア運用（例えば，緊急リリース，定期リリース）に影響するリリース

の種類の記述 

c) 現在又は将来の変更の状況について取得者に通知する方法 

d) 変更がソフトウェアに新たな別の問題を発生させる可能性がないことを確認する手法 

e) 変更の権限付与，処理，及び承認の方法を決定する重要度の区別（例えば，重要，軽微）に従った変

更の分類 

注記 ISO/IEC/IEEE 41062 には，保守サービスの取得を含むソフトウェア取得の詳細な手順が記載され

ている。 

8.4 保守ツール 

ソフトウェア保守費用を抑える可能性のある方法は，MBSE 及び／又はインフラストラクチャツールの

使用である。これらの環境及びツールは，ソフトウェア保守活動を助ける。MBSE 及び／又はインフラス

トラクチャのビジョンは，ソフトウェア開発及び保守の全ての局面を支援する相互に関連したツールのセ

ットである（ISO/IEC TR 14471）。これらの相互に関連したツール群は，SEE の形でまとめられ，ソフトウ

ェア保守の作業を支援する手法，方針，指針及び標準を支援することが望ましい。STE も，また修正・変

更したソフトウェア製品を非運用環境でテストすることが可能であるように保守組織のために提供される

ことが望ましい。SEE は，最初にソフトウェア製品を開発し，かつ，修正・変更するためのツールを提供

する。STE は，テスト環境を提供する。STE は，修正・変更したソフトウェア製品を非運用環境でテスト

するために使用するものでよい。ツール及び特別な環境の使用は全て，保守戦略の一部にすることが望ま

しい。 

8.5 ソフトウェア保守の測定 

ソフトウェア保守に対するソフトウェア測定を識別，定義，選択，適用，妥当性確認，及び改善するに

は，JIS X 0160 の測定プロセスを実施することが望ましい。ISO/IEC/IEEE 15939 では測定に関する追加情

報が提供されている。JIS X 25023 では，システム又はソフトウェアの保守性に関する品質測定量も提供さ
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れている。 

ソフトウェア測定の一部として，是正保守，予防保守，適応保守及び完全化保守のための作業労力を（費

やした資源の観点から）判断することは有用である。保守プロセスの改善を促進し，保守費用が何に費や

されているかをよりよく理解するために，データを収集し，分析し，解釈することを行ってもよい。ライ

フサイクルの見積りを助けるために，経験的に実証する測定データを集めてもよい。適切な場合は，ソフ

トウェア製品の品質課題を説明し，現在のプロジェクト又はプログラムにおける開発者のプロセスを改善

するために何が可能であるかを示すためにも，それらの測定データを集めてもよい。 

8.6 プロセスの定義 

ソフトウェア保守プロセス（箇条 6）は，全ての保守要員が同じプロセスに従うように明確に定義する

ことが望ましい。測定量によって，プロセス及び関連するソフトウェアプロセス改善作業を支援すること

が望ましい。 

8.7 開発への早期関与 

8.7.1 一般 

ソフトウェア開発中（JIS X 0160 のテクニカルプロセス）に，ソフトウェアの保守組織となることが予

想される人員・組織を参加させることは，将来の保守に有益であり，保守を容易にすることが可能である。 

これまでのデータによれば，ソフトウェア保守費用及び保守組織のソフトウェア保守を行う能力は，ソ

フトウェア開発において，何が発生したか，又は発生しなかったかに大きく影響を受けていることを示し

ている。場合によっては，契約又はその他の理由で，保守組織は開発に参画が不可能なこともある。特に，

保守が第三者に外部委託される場合は，開発に参画する機会がないことがよくある。開発中に保守組織が

参画することが可能ならば，プロセスのできるだけ早い段階で参画することが望ましい。 

8.7.2 保守組織の機能 

これらには次が含まれることが望ましい。 

a) 保守するソフトウェア製品を支援するロジスティクスの計画及び SEE の定義 

b) 知識移転の計画 

c) ソフトウェア製品の保守 

d) ソフトウェア製品の開発から保守への移行の計画 

計画については，箇条 6 で詳述している。保守組織のプロジェクトへの早期参加は，ソフトウェアの保

守性要件（要求事項）の記述，確立及び明確化に役立つ場合がある。保守性及びその他のソフトウェア品

質特性を明示的に定義するために，JIS X 25000 を利用することが望ましい。保守性は，JIS X 0160 の支援

ライフサイクルプロセスの品質保証，検証，及び妥当性確認に保守組織が参加することで改善可能である。 

8.7.3 保守組織の関与 

保守に携わる人にとって，次のことが役立つ場合がある。 

a) レビューに参加する。 

b) コード分析を実行する。 

c) 要件（要求事項）をトレースする。 



27 
X 0161：0000 (ISO/IEC 14764：2022) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

d) 検証及び妥当性確認を行う。 

8.8 ライフサイクルプロセスを適用した保守性の強化 

8.8.1 一般 

ソフトウェアの保守性及び保守は，総合信頼性（ディペンダビリティ）の重要な側面である。保守性は，

取得者，供給者及び利用者にとって，ソフトウェアの重要な特性である。保守性要件（要求事項）は，JIS 
X 0160 の取得プロセスの戦略を策定するアクティビティに含まれることが望ましく，JIS X 0160 のテクニ

カルプロセスを通じて評価することが望ましい。設計の変化は，保守性への影響について，開発の全期間

を通して監視することが望ましい［設計の変化（variation）には，開発の進行によって経時的に変化した設

計に加え，利用者，利用環境などの違いに合わせて複数の異なるバージョンのソフトウェアを提供するた

めに一部を変更し，複数の設計へ分化させた場合の設計も含む。］。ソフトウェアの品質を定義し，評価す

るために，様々な測定量を用いることが望ましい。定性的及び定量的評価が共に重要である。ソフトウェ

アの保守性には，モジュール性，再利用性，解析性，修正・変更性（modifiability）及びテスト可能性を扱

う五つの副特性がある。これら五つの副特性が，保守作業労力，保守作業時間及びソフトウェア変更の容

易さ［JIS X 25010 の保守性の品質副特性を基にしている（“修正性”を“修正・変更性”としている。）。］

に影響する。 

8.8.2 保守性及びテクニカルプロセス 

非機能要件（要求事項）を含む保守性要件（要求事項）は，ソフトウェアプロジェクトの早い段階で策

定し，合意しておくことが望ましい。ソフトウェアを第三者から取得するとき，JIS X 0160 のアクティビ

ティの実施の一部として，取得者と供給者との間で，要求される保守性のレベルが取決められることが望

ましい。 

保守性の基準（又は目標）を監視し，評価するための能力は，各々の要件（要求事項）について特定さ

れて，ソフトウェア開発中に策定・開発することが可能である。この能力によって，顧客が定めた定性的

及び定量的なソフトウェア保守性要件（要求事項）を記述する。これには，基準及びチェック方法が定義

される。定性的要件（要求事項）（例えば，ユーザビリティ，保守性）は，保守の費用算定及び資源利用を

支援するために用いる技法を定義するために利用される。定量的要件（要求事項）は，保守性の評定，評

定レベル，又は品質基準及び測定量を定義するのに使用され，これらは，様々なソフトウェアのライフサ

イクルの局面を通じて，数値又は指標を決定するために用いられる。 

指定された保守性の副特性は，ソフトウェア開発中にレビューし，制御することが望ましい。保守の戦

略では，初期開発及び受入れ後もソフトウェアの保守性を維持・改善する必要性を強調することが望まし

い。供給者は保守性要件（要求事項）を実装し，保守組織はその実施を監視することが望ましい。この作

業は，ソフトウェア保守戦略の一部とすることが望ましい。 

JIS X 0160 の保守への適用を実現するために重要となる要因の一つは，ソフトウェア保守戦略の策定で

ある。それゆえ，保守戦略を策定し，保守を計画することが望ましい（箇条 6）。 

ソフトウェア保守戦略も，設計前に確立させることが可能である。ソフトウェアプロジェクトに保守組

織が早期に参加することで，保守費用を削減できる可能性がある。テクニカルプロセスで実施する作業行

動には，ソフトウェア保守計画の策定を含め，多くのものがある。 

保守性は，アーキテクチャ，設計，コーディング及びそのプログラム言語，並びにテスト活動に影響さ

れる。ISO/IEC TR 19759 は，保守性を高めるために，よいアーキテクチャ及び設計へのアプローチに関す
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る追加情報を提供する。 

8.8.3 保守性及びテクニカルプロセスにおける特定のアクティビティ 

8.8.3.1 一般 

6.4 テクニカルプロセス 

テクニカルプロセスは，ソフトウェアシステムに対する要件（要求事項）を定義し，要件（要求事項）

を製品を利用したときに効果のある製品へ変換し，必要に応じて，一貫性をもたせた再製品化・再生産

を可能にし，要求されたサービスを提供するために製品を利用し，そうしたサービス提供を維持し，か

つ，製品がサービスにおいて利用されなくなったときには製品を廃棄するために用いる。 

テクニカルプロセスは，組織及びプロジェクトの機能が便益を最適化するためのアクティビティ，並

びに技術的な決定及び行動から発生するリスクを軽減するためのアクティビティを定義する。これらの

アクティビティは，ソフトウェアシステム及びサービスが次に示す事項を備えられるようにする。 

－ 適時性及びアベイラビリティ（可用性） 

－ コストに対する効果の高さ（費用対効果） 

－ 機能性，信頼性，保守性，生産可能性，使用性，並びに取得する組織及び供給する組織によって要

求されるその他の品質 
これらのアクティビティは，製品及びサービスが，人の健康，安全性，セキュリティ及び環境上の要因

を含めた，社会の期待又は法令の要件（要求事項）に適合できるようにもする。 

テクニカルプロセスは，次によって構成される。 

a) ビジネス又はミッション分析プロセス（Business or Mission Analysis process） 

b) 利害関係者ニーズ及び利害関係者要件（要求事項）定義プロセス（Stakeholder Needs and Requirements 
Definition process） 

c) システム及び／又はソフトウェア要件（要求事項）定義プロセス（System/Software Requirements 
Definition process） 

d) アーキテクチャ定義プロセス（Architecture Definition process） 

e) 設計定義プロセス（Design Definition process） 

f) システム分析プロセス（System Analysis process） 

g) 実装プロセス（Implementation process） 

h) インテグレーションプロセス（Integration process） 

i) 検証プロセス（Verification process） 

j) 移行プロセス（Transition process） 

k) 妥当性確認プロセス（Validation process） 

l) 運用プロセス（Operation process） 

m) 保守プロセス（Maintenance process） 

n) 廃棄プロセス（Disposal process） 
（注記を削除） 

（出典：JIS X 0160:2021） 
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8.8.3.2 利害関係者ニーズ及び利害関係者要件（要求事項）定義プロセス 

利害関係者の一つである保守組織のニーズは，利用者，運用操作者，顧客，及び取得者と同様に定義さ

れ，保守要件（要求事項）に変換することが望ましい。次の側面は，保守性に影響を与えるものであり，

考慮することが望ましい。 

a) 保守組織の差異の識別。保守組織にはソフトウェアのエンドユーザー，教育訓練を受けた保守要員，

フィールドサービス要員，ソフトウェアを使用するシステムの運用操作者などが含まれる可能性があ

るため 

b) 保守の有効性及び効率性に関する保守組織のニーズ並びに要件（要求事項）。例えば，システム及び／

又はソフトウェアの運用を停止させずに保守を実行すること，その機能又は遂行能力・性能・運用実

績の低下させることなく保守を実行すること，健康，財産，環境への重大なリスクの暴露なしに保守

を実行すること 

c) 保守に対する関心事に対処し解決するためのシステムレベルの運用概念。例えば，保守組織から遠く

離れた場所に配置された宇宙衛星のリアルタイムシステムの遠隔ソフトウェア保守 

8.8.3.3 システム及び／又はソフトウェア要件（要求事項）定義プロセス 

ソフトウェア仕様書は，ソフトウェアの保守性要件（要求事項）を網羅し，かつ不明確さがないように

記述することが望ましい。保守性には次のような側面があり，考慮することが望ましい。 

a) 機能の識別及び定義 

b) データの正確性及び論理的構成 

c) （機器及び利用者との）インタフェース，特に将来のインタフェース 

d) 是正及び追加の影響を考慮して含めた，遂行能力・性能・運用時の実績の要件（要求事項） 

e) 拡張性要件（要求事項）及び予測されるシステム成長を考慮して含めた，計画された環境から課され

る要件（要求事項） 

f) トレーサビリティの容易さ又は困難さに影響を与える要件（要求事項）の粒度 

g) セキュリティ設計 

また，JIS X 0160:2021 のシステム及び／又はソフトウェア要件（要求事項）定義プロセスにある，6.4.3.3 
b)5)“システム及び／又はソフトウェア要件（要求事項）及び要件（要求事項）の属性を定義する。”では，

次を含むと記載されている。“既存の自動化されたシステム及び手動のシステムからの運用可能なプロセ

ス及びデータの移行，移行保守の取組方法及びスケジュール，ソフトウェア導入，並びに製品の受入れ（JIS 
X 0160:2021 の 6.4.3）”。 

8.8.3.4 アーキテクチャ定義プロセス 

このプロセスは，ソフトウェア項目の要件（要求事項）を，その最上位構造を記述して，そのソフトウ

ェアコンポーネントを識別するアーキテクチャに変換する。このアーキテクチャの例としては，インター

ネット型のシステムにおいて，利用者アプリケーション層及びインフラストラクチャとなるシステムの運

用操作層が適切に独立している場合がある。このようなアーキテクチャは，アプリケーションとインフラ

ストラクチャのソフトウェアとを分離して個別に保守することに大いに役立つ，ということがある。 

次のようなアーキテクチャ及びソフトウェア設計の考慮事項によって，保守が大幅に簡素化可能である。 

a) 関心事の分離 

b) 機能のカプセル化又はコンテナ化 
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c) 疎結合機能 

d) 重複及び／又は繰返しの回避 

e) 拡張性及び機能追加に備えた設計 

f) データ及び機能の分離 

8.8.3.5 設計定義プロセス 

明確に識別できる設計をもつソフトウェアは保守が容易である。特に，設計が機能の分割及びソフトウ

ェア要素の要件（要求事項）トレーサビリティに基づいた設計である場合，より保守が容易となる。エラ

ー又はセキュリティの課題を処理することを意図したソフトウェア機能の設計に明確な指示があると，保

守性だけでなくテスト可能性も向上する。 

8.8.3.6 実装プロセス 

保守性に影響する JIS X 0160 の実装プロセスの特徴は，プログラム構造の選択，エンティティへの分割，

及びそれらを介したデータの流れである。他のアクティビティと同様に，プログラミングチームのデータ

処理の知識を活用することが重要である。これによって，既に総合信頼性（ディペンダビリティ）が証明

されている既存のプログラム又はライブラリの一部を利用できる可能性を明らかにすることが可能になる。 

プログラミング言語を選択するときは，保守性に影響する次の側面を考慮することが望ましい。 

a) 専門知識の利用可能性 

b) 言語の移植性 

c) 言語の可読性 

d) 言語の安定性 

e) 自己記録及び情報項目 

f) プログラムの明瞭さを低下させるプログラミングの“トリック”に対する許容 

g) プログラム構造化の可能性 

h) 新しいリリースを簡単に作成可能であること 

i) データ構造化の可能性 

j) コンパイラ及びその他のツールのアベイラビリティ 

k) コンパイラ及びその他のツールの安定性 

l) コンパイル，プログラムの実装，及びテスト中のテストの可能性 

m) 製造，デバッグ，CM，並びに信頼性及び品質の要件（要求事項）の充足を支援する SEE 及び STE の

アベイラビリティ 

n) 各種開発ツールの利用実行可能期間 

o) 供給者が提案するハードウェア，ソフトウェア，システム及びテスト環境の保守期間の評価，並びに

ソフトウェアツールの評価 

このプロセスでは，ソフトウェア項目及びデータベースの，開発，文書化，及びテストを実施する。 

ソフトウェアの保守性は，正確な実施記録によって改善可能である。 

保守性を改善させるための提案には次のようなものがある。 

－ 可読性の確保 
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－ 構造化コードの追求 

－ コードの複雑さの低減 

－ 正確なコードコメントの提供 

－ インデント及び空白の使用 

－ 言語の弱点及びコンパイラに依存する構造などの古典的なトラップの排除 

－ エラーのトレースを容易にする技法の使用 

－ ソースコードから設計へのトレーサビリティの確保 

－ コーディング標準の使用 

－ 制御フロー及び判定の複雑さの低減 

－ コード及びテストケースのインスペクション 

－ 開発期間中の記録の維持 

保守性を改善するためには，データ及びソフトウェアの移行保守を支援する目的で，既存のフォーマッ

トから保守され更新されたフォーマットへ，データ又はデータベースを移行するための追加のプログラム

コード，機能，又はツールを実装することも提案される。 

実装プロセスは，JIS X 0160:2021，6.4.7.3a)1)，“実装戦略を定義する”によって移行保守を支援する。

これには，次の内容が含まれる。“vi) 以前のシステムの廃棄に合わせたデータ及びソフトウェア移行保守，

並びに移行を支援するための実装の優先順位”。 

8.8.3.7 検証プロセス 

検証は，修正・変更されたソフトウェアが，システムの他の部分に新しい欠陥をもたらすことなく，要

件（要求事項）を満たしていることを確認するのに役立つ。ISO/IEC/IEEE 29119-2 では，ソフトウェアテ

ストの戦略及び技法についてさらに詳しく説明している。ソフトウェア開発中に使用されたテストケース

は，修正・変更後の再帰テスト用に保持することが望ましい。さらに，開発中のソフトウェアの発展をよ

りよく理解するために，プログラムの開発履歴を保守用に利用できるようにすることが望ましい。機能性

が追加された場合には，新しいテストケースが必要になる場合がある。 

8.8.3.8 移行プロセス 

ソフトウェアの移行とは，ソフトウェアをある環境から別の環境へ，及びソフトウェアの変更を策定す

る組織から保守を行う組織へ移行する，制御され調整された一連の作業行動のことである。これは，一つ

の組織内でのプロセスの移行である場合がある。保守の責任をある組織から別の組織へ移行する場合は，

移行戦略を策定することが望ましい。この戦略では，次の事項に対処することが望ましい。 

a) 開発者又は取得者から保守組織への，ハードウェア，ソフトウェア，データ，支援サービス及び経験

の引継ぎ 

b) ソフトウェア保守戦略を実現する上で，保守組織のために必要なタスク（例えば，要員配置，教育訓

練，インストールによる導入，及び保守する問題の再現） 

c) 知識の引継ぎ及び記録又は情報項目のアセスメント 

d) 優先順位付けされた，未解決の問題及び変更事項 

e) テスト環境の準備状況の評価 

f) ソースコード及びオブジェクトコードについての構築時の構成情報の引継ぎ（保守期間中に更新する

必要が生じる場合がある，未解決若しくは延期された問題報告又は変更指示，及び媒体の原本の数量
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及び保管場所を含む。） 

g) データプライバシー要件（要求事項） 

さらに，対象のソフトウェアシステムが既存システムとは異なる機能をもつように保守される場合，利

用者を含む保守組織に対する移行保守に関するソフトウェアシステム要件（要求事項）（例えば，必要な周

知のための告知，コミュニケーション，チュートリアル，教育訓練）及び移行イネーブリングシステムに

関するソフトウェアシステム要件（要求事項）（例えば，既存データベースをバックアップするために必要

なストレージ，更新済みのソフトウェアシステム，及び既存ソフトウェアシステムの両方が同時並行して

稼働するために必要なシステム）を，保守に関連する一つ以上のソフトウェアシステム要件（要求事項）

として扱うことが望ましい。JIS X 0160:2021 の 6.4.10，移行プロセスのタスクを参照。 

6.4.10.3 a) ソフトウェアシステムの移行の準備を行う。 

3) システムの利用及び支援に必要な情報ニーズを識別し，利用者用文書，並びに運用操作者，利用者

及びその他の利害関係者への教育訓練を用意する。 

注記 移行には，ソフトウェアシステムへの利用者からのアクセスの移行又は有効化が含まれ

る。利用者の役割が確立され，利用者のアカウント及びアクセスの制御が実装される。 

6) 移行を支援するために必要とするイネーブリングシステム又はサービスを識別し計画する。 

注記 これは，イネーブリングシステムの要件（要求事項）及びインタフェースの識別を含む。

移行には，ソフトウェアの納入，導入のためのインストール，及び有効化又は無効化のた

めの高度に自動化されたインフラストラクチャを使用することがよくある。電子的なソフ

トウェア配布（配信）では，ソフトウェア及びデータの移行，並びに継続的な維持のため

に，一時的又は継続的な接続性の変更が必要となることがよくある。イネーブリングシス

テムには，移行期間中に使用するためのバックアップシステム又は代替システムを含める

ことができる。 
6.4.10.3 b) 移行を実施する。 

3) 製品を物理的又は仮想的な運用場所に導入し，そこでの環境とのインタフェース接続を確立する。 

注記 製品の導入には，要求される運用データ，環境への変更又はビジネス上のプロセスの変更

とともに，製品を構成することを含む。必要に応じて，データベースを具現化するよう作

成してデータ移行を実施する。 

（出典：JIS X 0160:2021） 

移行保守の手引は JIS X 0160:2021 に含まれている。 

8.8.3.9 妥当性確認プロセス 

このアクティビティは，ソフトウェアシステムを構成するソフトウェア項目が開発され，検証された後，

ソフトウェアシステムの要件（要求事項）が満たされていることを確認するのに役立つ。妥当性確認は，

ソフトウェアシステムが意図された用途，ゴール及び目標を達成可能であることを確認するのに役立つ。 

8.9 記録及び情報項目  

保守組織は，記録又は情報項目が僅かしかないか，全くないソフトウェア製品の保守を行うことに直面

することがよくある。このような状況に直面した場合，必要な記録又は情報項目は，最終的な移行の前に

作成することが望ましい。保守への移行前に適切な記録又は情報項目が作成されない場合は，保守が要求

される前に，又は保守が実施されるときに，記録又は情報項目を作成することが望ましい。保守の準備を
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行うために，必要な記録・情報項目は，次のタスクを実行しながら作成することが望ましい。 

a) 問題の領域（アプリケーションの種類）を理解する。（入手できれば）記録又は情報項目を全て読み，

（可能ならば）ソフトウェア製品について開発者と議論し，ソフトウェア製品を運用操作する。 

b) ソフトウェア製品の構造及び構成（例えば，制御フロー，データフロー，データ構造，呼出し図）を

学ぶ。ソフトウェア製品の棚卸しを実施し，ソフトウェア製品を CM の下におき，CM ライブラリか

らソフトウェア製品を再構築し，ソフトウェア製品の構造を分析する。 

c) ソフトウェア製品が何をしているのか判定する。（利用できれば）仕様書をレビューし，全体の構造を

レビューし，呼出し木構造を分析し，コードを読み，他の保守組織に口頭で説明し，重要な箇所には

コードにコメントを追加する。 

d) ソフトウェアの安定性を維持するために，低リスクな変更に取り組み，次第にリスクが高く，かつ，

複雑な変更に取り組むことによって，徐々に信頼を築く。 

保守組織は，前記の手引を実行するときに，ソフトウェア製品に関する情報を記録することが望ましい。

仕様書，プログラマ向けの保守ガイド，利用者マニュアル及びインストールによる導入手順のような記録

又は情報項目は，必要に応じて更新又は作成することが望ましい。 

保守環境では，様々な要因が記録又は情報項目の作成及び更新に影響を与える。幾つかの要因には，ソ

ースコードへのアクセス，コードを分析するツールのアベイラビリティ，ソフトウェア製品の能力を判定

するためにソフトウェア製品を運用操作する能力，及び STE のアベイラビリティが含まれる。 

9 ソフトウェア保守計画  

9.1 一般 

9.1.1 概要 

ここでは，ソフトウェア保守計画の策定について規定する。この計画は，ソフトウェア製品の保守を提

供するために必要な人的資源及び物的資源の準備のためにある。保守組織は，保守性のために開発作業を

監視することが望ましい。保守性分析の結果は，保守計画を作成するための補助として利用することが望

ましい。この分析は，保守計画策定へのインプットとして提供することが望ましい。ソフトウェア保守計

画については，9.1.2～9.1.13 で詳しく説明する。 

9.1.2 計画の識別及び制御 

計画の識別及び制御を行う状況を設定するには，次の事項を考慮することが望ましい。 

a) 発行日 

b) 計画の状態 

c) 発行組織 

d) 承認権限 

e) 計画変更手順の記述 

f) 変更履歴 

9.1.3 保守の適用範囲 

保守の適用範囲は，保守の対応性に関係する。どの程度の支援を行うか定義することが望ましい。予算
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の制約が，保守の適用範囲に影響することがよくある。保守の適用範囲は，次の事項を取り扱うことが望

ましい。 

a) 実施する保守型 

b) 費用，資源及び予算上の制約 

c) 規制要件（要求事項） 

d) 維持すべき記録のレベル 

e) 対応性 

f) 提供する教育訓練のレベル 

g) 保守したソフトウェアを提供するときの支援 

h) ヘルプデスクによる支援 

i) オープンソースソフトウェア管理（ソリューションの一部である場合） 

j) ソフトウェアライセンス管理（どのライセンスを誰が管理するのかを明確に定義することが望ましい。） 

k) 保証は，当初の開発組織，供給者，又は第三者の保守組織によって提供してもよい。 

注記 JIS X 0164 規格群は，IT アセットマネジメントの一部として，ソフトウェアライセンシング及び

ソフトウェア保守規定の詳細な分析を提供している。 

9.1.4 保守組織の指定 

保守を提供する者（同じ組織内の要員，請負業者，外部委託組織）の指定は，重要な課題であり，早い

段階で取り扱い，保守戦略に記録しておくことが望ましい。分散管理システムの供給者，オペレーティン

グシステムの供給者，及びアプリケーションソフトウェアの供給者のように，保守を提供する組織が複数

あるとしてもよい。このことは，一つの同じ組織内での作業についても同様に適用される。外部委託した

第三者との合意に基づく保守作業に関しては，保守戦略の中に保守を外部委託するということを，記載し

ておくことが望ましい。JIS X 0160 の取得及び供給の主要なプロセスは，ソフトウェアサービスの取得及

び供給について詳細を提供する。 

保守組織の指定は，次を含めた幾つかの要因を基に行うことが望ましい。 

a) 要求されるサービスレベル 

b) ソフトウェア製品の寿命 

c) 長期的費用 

d) 初期費用 

e) 作業場所の利用可能性 

f) 資格（経験，要員，資源などを含む。） 

g) 組織が保守作業に従事できる可能性 

h) スケジュール 

i) 対象分野の知識 

9.1.5 参考文献 

上位レベルの方針，手順，及び文書，並びに下位レベルの計画及び手順（追加の詳細情報を提供）への

参照には，次に示すものが含まれる。 

a) 保守作業に対する制約の識別 
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b) 保守計画で参照する記録及び情報項目の識別 

c) 保守計画を補完又は実施するための支援記録及び情報項目の識別 

9.1.6 定義 
定義には次に示すものが含まれる。 

a) 保守戦略を理解するために要求される全ての用語の定義又は参照 

b) 使用する全ての略語及び表記の記述 

9.1.7 プロセス 

作業の実施方法を記述するプロセスには次に示すものが含まれる。 

a) 保守組織のプロセス（保守計画ではプロセス全体の詳細ではなく，プロセスの概要を示す。） 

b) 定義されたプロセス（プロセス内の各アクティビティに対して実行する作業行動を識別する。） 

9.1.8 組織及び保守活動 

保守計画に記載する組織及び保守活動には次に示すものが含まれる。 

a) 保守組織が保守したソフトウェアを提供するまでの役割及び責任 

1) プロセスの実施 

2) インフラストラクチャの確立 

3) 人的資源プロセスの確立 

4) 保守プロセスの確立 

5) 保守性計画の策定 

6) 保守性のために開発実施を監視 

7) 移行計画の策定 

8) 開発活動への保守組織の参加 

9) 他組織とのインタフェース 

b) 保守したソフトウェアを提供した後の保守組織の役割及び責任 

1) プロセスの実施 

2) 問題及び修正・変更の分析 

3) 修正・変更の実施 

4) 保守レビュー及び受入れ 

5) 移行保守 

6) 廃棄 

7) 問題解決（ヘルプデスクを含む。） 

8) 該当する場合，人員（保守組織及び利用者）に対する教育訓練 

9) プロセスの改善 

10) 組織の保守優先順位を決定する要因 

11) 作業パッケージへ優先順位を割り当てるプロセス 

12) 優先順位付けされた作業パッケージへの資源の割当て方法 

13) スケジュール見積り手法 
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14) 他組織とのインタフェース 

c) 運用操作者の役割 

1) 受入テスト 

2) 他組織とのインタフェース 

9.1.9 資源 

資源には次のものが含まれる。 

a) 人員：プロジェクトの要員数 

b) ソフトウェア：システム［システムに加えて，SEE・STE・ツールの要件（要求事項），ソフトウェア

ライセンス及びファームウェアを含む。］を支援するために必要なソフトウェアの記述 

c) ハードウェア：システム［システムに加えて，SEE・STE の要件（要求事項）を含む。］を支援するた

めに必要なハードウェアの記述 

d) 施設・設備：施設・設備についての要件（要求事項）の記述 

e) 特別な手順上の要件（要求事項）（例えば，セキュリティ，アクセス権，記録及び情報項目の制御） 

f) 費用見積り 

1) 費用見積手法の記述 

2) パラメトリックモデル，類似システムとの比較，費用見積りとの関係など 

g) 記録及び情報項目。例えば,次のとおり。 

1) ソフトウェア品質計画 

2) プロジェクト管理計画 

3) CM 計画 

4) 測定計画 

5) 開発文書 

6) 保守マニュアル 

7) 検証計画 

8) 妥当性確認計画 

9) テスト計画，テストケース，テスト手順及びテスト報告 

10) 教育訓練計画 

11) 利用者マニュアル 

h) データ管理：PR 及び MR を追跡するために使用されるものを含むリポジトリの記述 

i) その他の資源要件（要求事項）（必要な場合） 

9.1.10 保守費用の見積り 

保守費用の見積りを準備することが望ましい。その費用の見積りは，保守の適用範囲を反映したある種

の関数であることが望ましい。次の追加的な要因を含むことが望ましい。 

a) 利用者の所在地までの移動 

b) 保守組織及び利用者への教育訓練 

c) SEE 及び STE の費用並びに年間保守 
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d) 給与，福利厚生などの人件費 

e) 消耗品などのその他の資源費用 

f) ソフトウェアライセンスの維持費用 

g) 製品の変更，プログラム管理 

h) 認証及び認定 

i) フィールドサービスエンジニア 

j) 保守のための施設・設備の受入れ及び維持 

保守費用見積り又は予算の策定を行うときは，システムダウン時間の費用を含む，利用可能なデータを

基にして費用を見積ることが望ましい。開発作業が進めば，見積りを詳細化して見直すことが望ましい。

過去の計測データは，保守費用を見積る場合の入力として使うことが望ましい。 

9.1.11 教育訓練 

保守組織及び利用者の教育訓練ニーズの記述を準備することが望ましい。 

9.1.12 ソフトウェア保守制御要件（要求事項） 

ソフトウェア保守制御要件（要求事項）には次のものが含まれる。 

a) 逸脱（PR）方針の記述 

b) 制御手順の記述 

c) 品質を制御する測定量の特定 

d) 標準，実践方法，及び規約の一覧 

e) リスクの特定 

9.1.13 保守の記録及び報告 

保守の記録及び報告には，次のものが含まれる。 

a) 情報の収集方法及び提供方法の記述 

b) 支援依頼，MR 又は PR の一覧 

c) 分類別の依頼状況 

d) 依頼の優先度 

e) 保守活動で収集される測定データ 

9.2 資源分析 

9.2.1 一般 

ソフトウェア保守計画の最後の要素は，資源分析である。保守の適用範囲及び担当組織が分かると，人

員，保守環境，及び財務の資源についての要件（要求事項）が決定可能となる。取得者が，通常，供給者

（開発者）からの支援を受けることで，ソフトウェア保守に必要な資源は決められる。人員，環境，及び

財務の資源を対象とすることが望ましい。ソフトウェアエンジニアリング資源に加えて，ソフトウェアの

修正・変更における人的要因についての人間工学的評価が，少なくとも当初の設計で用いられた程度には，

必要な場合がある（例えば，人員の知識，経験及び教育訓練の程度，並びに保守のツール又は作業状況に

よっては，作業の効率又は品質が低下するような人的要因を評価する。）。 
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これらの分析は，システムに関する経験が蓄積され，実際の保守のニーズが明らかになるにつれて，維

持及び改良することが望ましい。 

9.2.2 人員の人的資源 

資源要件（要求事項）は，ソフトウェア保守計画を立案するときの大きな課題である。人員の人的資源

の要件（要求事項）は主要な費用要因であると同時に，正確に見積ることが最も困難な要因でもある。最

も一般的なソフトウェア保守資源を見積るアプローチは，パラメトリックモデルの使用，及び経験の利用

の二つである。経験的実証データ及び履歴データは，いずれのアプローチにも共通して使用され，パラメ

トリックモデルでは必須である。 

9.2.3 環境資源 

ソフトウェアの開発及び保守は，それぞれ特化した活動であり，専用の別のシステムを必要とする。実

環境に展開する前にソフトウェアを個別にテストする必要がある場合は， SEE と STE とを別々にするこ

とが提案される。保守組織は，保守環境計画を立案することによって取得者を支援することが望ましい。

ソフトウェア製品の開発及び保守のために，資金の割当て及び予算の決定が行われる早い段階の計画作業

時に，保守環境のことを含めることは重要となる。 

9.2.4 財務資源 

3 番目で最後の側面は，財務資源である。有効な保守支援を提供するため，保守組織が次のことを対象

とする予算をもつことが望ましい。 

a) 人件費（給与など） 

b) 教育訓練 

c) ソフトウェアライセンスの年間保守費 

d) 移動費 

e) 技術系出版物 

f) エンジニアリング環境及びテスト環境のためのハードウェア及びソフトウェア 

g) エンジニアリング環境及びテスト環境のためのハードウェア及びソフトウェアのアップグレード 

注記 仮想環境を使用すると，保守及びテストに必要な資源の削減が可能となる。 
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